
鳥取県建設業魅力発信事業費補助金交付要綱 
 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規
則」という。）第４条の規定に基づき、鳥取県建設業魅力発信事業費補助金（以下「本補
助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと
する。 

 
（交付目的） 
第２条 本補助金は、別表第１欄に掲げる事業者（以下「事業者」という。）が別表第２欄
に掲げる建設業の魅力発信や人材確保に寄与する取組（以下「魅力発信等の取組」とい
う。）を支援することで、建設業への人材確保を図ることを目的とする。 

 
（本補助金の交付） 
第３条 県は、前条の目的を達成するため、魅力発信等の取組に係る経費で、県土整備部長
が適当と認めるものについて予算の範囲内で本補助金を交付する。ただし、本補助金以
外で、他の補助金、助成金等を受けたもの（受ける予定があるものも含む。）は交付対
象外とする。 

２ 本補助金の額は、別表第３欄に掲げる補助対象経費に別表第４欄に定める率を乗じて得
た額 （同表の第５欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切
り捨てた額とする。）以下とする。 

３ 鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、前各項に規定
する補助事業の実施に当たっては、県内事業者への発注及び県内産資材の購入に努めな
ければならない。 

 
（交付申請の時期等） 
第４条 事業者は、原則として、魅力発信等の取組を行う３０日前までに規則第５条に係る
交付申請書を提出しなければならない。 

２ 前項の申請書に添付すべき書類は、様式第１号及び様式第２号によるものとする。 
 
（交付決定の時期等） 
第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受理した日から３０日以内に行う
ものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 
 
（承認を要しない変更） 
第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、補助対象経費の２割以上の増額を
伴う変更以外の変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 
 
（実績報告の時期等） 
第７条 規則第１７条第１項の規定による報告は様式第１号及び様式第２号により、補助事
業の完了又は中止若しくは廃止の日から３０日以内に行うものとする。 

 
（雑則） 
第８条 規則及びこの要綱の規定に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項
は、県土整備部長が別に定める。 

 

 



   附 則 
 この要綱は、平成２７年４月３０日から施行する。 
   附 則 
  この要綱は、平成２９年５月２２日から施行する。 
   附 則 
この改正は、平成３１年３月２７日から施行し、平成３１年度事業から適用する。 

 



別表（第３条、第８条、第９条関係） 

１ 

事業者 

２ 

対象事業 

３ 

補 助 対 象 経 費  

４ 

補助率 

５ 

限度額 

鳥取県内に本店を有

し、建設業における人

材確保のための魅力発

信に対する取組に意欲

のある企業又は建設業

関係団体 

建設業の魅力を発信

し、人材確保に寄与す

る事業（イベントや広

報等に係る経費であ

り、特定の企業のみの

リクルート活動等に資

するものを除く。） 

広告宣伝費、印刷製本費、委託

費、会場借上げ代、参加者送迎

のためのバスの借上げ料、講師

謝金、人件費（出前講座等取組

のために直接必要となるものに

限る。）、資機材費等。 

このうち、消費税課税対象のも

のについては、交付申請者が消

費税の仕入税額控除を行う者で

ある場合は、消費税相当額を控

除する。 

１／２ 金７５０，０００円 

 

 

 



様式第１号（第４条、第７条関係） 
 

○年度鳥取県建設業魅力発信事業計画書（報告書） 
 
１ 事業概要 

事業名  

事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業内容については、事業内容の詳細が分かる参考資料を添付すること。 
 
２ 他の補助金の活用状況（有る場合のみ記載） 

補助金名 
 

事業内容 
 

担当部署 
 

 
３ 消費税の仕入税額控除について 
私は消費税の仕入税額控除を（ 行う ・ 行わない ）者である。 

 ※「行う」「行わない」のいずれかを○で囲んでください。



様式第２号（第４条、第７条関係） 
 

○年度鳥取県建設業魅力発信事業収支予算（決算）書 
 

収支予算（決算） 
１ 収入の部                           （単位：円） 

区分 予算額 積算内訳 備 考 

県補助金    

自己資金    

その他の収入    

合計   

 （注）積算内訳の根拠となる資料（領収書の写し等）を添付のこと。 
 
２ 支出の部 

区分 予算額 積算内訳 備 考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合計   

（注）積算内訳の根拠となる資料（領収書の写し等）を添付のこと。 

  



様式第３号（第５条関係） 
 

番      号 
平成 年 月 日 

     
 

 様 
 
 
                     鳥取県知事 ○○ ○○  印 

 
 
   ○年度鳥取県建設業魅力発信事業補助金交付決定通知書 
 
 
   年  月  日付（第   号）の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあっ
た鳥取県建設業魅力発信事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助
金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規
定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通
知します。 
（担当：連絡先） 

 

記 

 

１ 事業 

  本補助金の補助事業は「鳥取県建設業魅力発信事業」とし、その内容は建設業における

人材確保のための魅力発信に対する取組に意欲のある企業又は建設業関係団体が建設業

の魅力を発信し、人材確保に寄与する取組に対して、当該企業等の経費の一部を補助す

る。 

 

２ 交付決定額等 

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 

  （１）算定基準額   金     円 

  （２）交付決定額   金     円 

 

３ 交付額の確定 

  本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県建設業魅力発信事業補

助金交付要綱（平成２７年４月３０日付第２０１５００００５９８６号鳥取県県土整備

部長通知。以下「要綱」という。）第３条第２項の規定を適用して算定した額と、前記

２の（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額

により行う。 

 

４ 補助規程の遵守 

  本補助金の収受及び使用、補助金事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱に定めるも

ののほか、本補助金の交付について必要な事項は、県土整備部長が別に定める。 


